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タカラバイオグループ・サステナビリティ調達ガイドライン 

 

タカラバイオはサプライチェーン全体でサステナビリティに配慮した調達を行うため、

「サステナビリティ調達ガイドライン」を定めています。サプライヤーの皆様には本ガイド

ラインに示す各項目をご理解いただき、これらの項目に則った活動をお願いいたしま

す。 

 

1） 安全の確保 

① 品質マネジメントシステムの運用 

品質マネジメントシステムを構築し運用する。 

② 製品安全性の確保 

製品が各国の法令等で定める安全基準を満足するとともに、自社及び取引

先の要求水準をクリアする。 

③ 正確な製品・サービス情報の提供 

消費者や顧客に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供する。 

④ 製品の安定供給 

不測の事態が発生した際にも、製品の供給を継続あるいは速やかに再開す

るために、事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）を整備する。 

 

2） 地球環境への配慮 

① 環境マネジメントシステムへの取り組み 

環境マネジメントシステムを構築・運用し、事業活動による環境へのマイナス

影響を最小化するよう努める。 

② 資源・エネルギー・水の効率的な利用、廃棄物管理 

限りある資源を有効活用するため、省資源・省エネルギー・水使用量の削減・

温室効果ガスの排出量削減・廃棄物の削減等の自主目標を設定し、継続的

改善に取り組む。 

③ 環境汚染の防止 

大気・水・土壌の汚染防止等、環境に関する法令を遵守し、適切に対処する。 

④ 生物多様性の尊重 

事業の運営に関して生物多様性に影響を与える可能性がある場合、その影

響の範囲を把握し、影響を最小限に抑えるよう改善に努める。 
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3） 人権・労働・安全衛生 

① 強制労働・児童労働の禁止 

本人の意思に反する就労、離職の自由が制限される労働等の強制労働（人

身取引を含む）を行わせない。また、各国の法定就労年齢未満の児童を雇用

しない。 

② 差別・虐待・ハラスメントの禁止 

雇用におけるあらゆる差別、また虐待や各種ハラスメントをはじめとする過酷

で非人道的な扱いを認めない。 

③ 適正な労働時間と賃金払い 

各国の法令に従い、従業員の労働時間の適正化を図ることで過度の労働時

間を削減し、適正な賃金（最低賃金以上）を支払う。 

④ 従業員の団結権 

労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結

権を尊重する。 

⑤ 職場における健康・安全・衛生の確保 

従業員が安全に、かつ快適に働くことが出来るよう職場の環境を整え、全ての

従業員に対し、適切な健康管理を行う。 

⑥ 紛争鉱物の不使用 

紛争地域および高リスク地域（コンゴ民主共和国およびその周辺国）におい

て非人道的行為を行う現地武装勢力の資金源となる紛争鉱物（金、タンタル、

タングステン、錫等）の購入及び使用を行わない。 

 

4） 法令・社会規範の遵守 

① 法令遵守 

企業活動を行う国・地域のすべての法令を遵守する。 

② 汚職・賄賂の禁止 

政治・行政との健全かつ正常な関係を保ち、賄賂や違法な政治献金などは

行わない。 

③ 優越的地位の濫用禁止 

優越的地位を濫用することにより、取引先に不利益を与える行為を行わない。 

④ 不適切な利益供与および受領の禁止 

ステークホルダーとの関係において不適切な利益の供与や受領を行わない。 

⑤ 公正な競争 

公正・透明・自由な競争を阻害する行為を行わない。 

⑥ 知的財産の尊重 

他者の知的財産権を侵害しない。 
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⑦ 情報公開 

法令等で公開を義務付けられているか否かを問わず、ステークホルダーに対

して積極的な情報提供・開示を行う。 

⑧ 反社会勢力の排除 

取引関係を含め、反社会勢力とは一切の関係を持たない。 

⑨ 内部通報制度の構築 

社内で起きた不正や問題を早期発見、早期是正する仕組みを構築する。 

⑩ インサイダー取引の防止 

業務上知り得た当社またはその他の取引先に関する非公開の情報をもとに、

それらの株式等の売買（インサイダー取引）を行わない。 

 

5） 情報セキュリティー 

① コンピュータ・ネットワーク脅威に対する防御 

コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防衛策を講じて、自社及び他者

に被害を与えないように管理する。 

② 秘密保持・個人情報保護 

顧客・第三者・従業員の個人情報、機密情報を適切に管理・保護する。 

 

6） 社会貢献 

① 社会・地域との共生 

国際社会・地域社会の発展に貢献できる活動を自主的に行う。 

 

 

（附則）本ガイドラインの改廃はサステナビリティ推進委員会による。 

以上 


